
埼玉大学内部統制システム体制図

【第４条】内部統制システムの整備・運用に関する総理
内部統制最高管理責任者 学長

【第５条】内部統制システムの整備・運用に関する業務の統括
内部統制統括管理責任者 理事（総務・財務・施設担当）

【第６条】所掌する業務の内部統制システムの
整備・運用の推進、状況把握・監督

内部統制管理責任者 理事

【第７条】部局の内部統制システムの整備・運用の推進
内部統制部局管理責任者 部局長

【第10条】内部統制システムの改善策の審議

内部統制委員会
（学長・理事）

【第８条】法令等遵守・適切な内部統制活動の実施
役 教 職 員
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